
宗像市市民参画等推進審議会次第書

1．会長あいさつ

２協議

（１）市民サービス協働化提案制度の改善について

3．その他

日時 平成２３年５月２６曰（木）市民サービス協働化提案制度審査会終了後

場所 宗像市市民活動交流館２０２会議室

委員

【委員(五十音１１頂、敬称略)】

□井上豊久、□辻洋子、□中里留美子、□花田義男、□東博子
□松永年生、□宮崎弘子、□南博、□吉田晴希、□吉田まりえ
【事務局】
□福崎、□立石、□中村、□花田
【むなかた市民フォーラム】（梶栗、種田、

、 □吉丸
）



【市民サービス協働化提案制度改善案】

課題：事業実施期間満了後に継続実施する場合の手続きについて
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(制度設計当初の考え方）

事業実施期間満了時に、民間団体等と市が合意すればＴ市民参画等推進審議会の審査を経る

ことなく、継続して事業を実施することができる。

●

(審議会での協議）

本制度は透明性・公平性を担保し、協働の推進を図るもの。

＝「実施期間満了後も継続して事業を実施しようとする場合は、再提案および審査を行う」

(事務局の改善策）

審議会の意見に基づく改善…既得権益化せず、透明性・公平性を担保する観点

=>平成２３年度から、実施期間満了後も継続して事業を実施しようとする場合は、再度提案を

行って審査会に諮ることとし、募集要項を改正し、平成２３年度事業開始コースを新設する。

(事務局の改善案）

実施期間満了後も継続して事業を実施しようとする場合は、再提案を受け、審査会に諮ること
●

とするが、経過措置を以下のとおり設ける。

①平成２２年度までに実施期間が満了した事業

(a)平成２３年度は経過措置として、市契約事務規則に則った決裁を受け、協働委託を継続

(b)平成２４年度以降の事業継続については、平成２３年度に再提案を行い、審査会で審査

②平成２３年度に実施期間が満了する事業

(a)平成２３年度の審査会の審査対象としない（事業実施期間中のため提案できない）

(b)平成２４年度は経過措置として、市契約事務規則に則った決裁を受け、協働委託を継続

(c)平成２５年度以降の事業継続については、平成２４年度に再提案を行い、審査会で審査



(制度の抜本的改善案）

◆制度全般の問題点について、以下のように改善を図Ｄ、制度自体を確立する
ｙ句,，

(1)事業実施期間の最終年度については、当該事業を提案対象事業とする。

（２）審査会に諮る暇がない協働委託については、事業開始年度に限り、市契約事務規則に則った決裁を受

けることによって認める。ただし、事業開始２年度以降については、事業開始年度の審査会に諮らなけ

ればならないものとする。

（３）実施期間満了後も継続して事業を実施しようとする場合は、再度、審査会に諮ることとするが、地方

自治法施行令第１６７条の２第１項第１号「限度額以下」との関連から、５０万円以下の提案額の場合、

審査会での審査の対象としない。

（４）その他

複数の団体等で構成された実行委員会形式の事業については､特定団体の既得権益化になることはな

く、年度当初においては確たる事業計画等がない場合もあるため、審査会の審査対象とはしないものと

する。

《参考》

宗像市市民サービス協働化提案制度に関する要綱

第４条第１項市民サービスの提案ができる市民サービスは、市民サービスの提案ができる市民サービスは、市長が実施しているすべての

市民サービスとする。ただし、平成１８年度以前において民間団体等に委託等

び当該年度より前に実施した提案制度により民間団体等が実施しているもの及

することになったものを除く。



《改善案の提案パターン》

(1)平成22年度までに実施期間を満了した事業

１９年度 ２o年度２１年度

５０万円以下

50万円超､複数年

(2)平成２３年度に実施期間を満了する事業

１９年度 ２０年度 ２１年度 蕊蕊蕊議蕊|蕊譲蕊議Ii韓

継続 継続 継続･終了提案･審査･採択 委託開始

２４年度 ２Ｓ年度 ２Ｓ年度 ２７年度 ２８年度

未審査協働委託
（事務決裁）

未審査協働委託
（事務決裁）

未審査協働委託
（事務決裁）

未審査協働委託
（事務決裁）

未審査協働委託
（事務決裁）

５０万円以下

未審査協働委託
（事務決裁）

再提案･審査･採択
50万円超､複数年 委託開始 継続 継続 継続･終了

(S)平成24年度以降に実施期間を満了する事業：Ｎ年度実施期間満了分

Ｎ-4年度Ｎ－３年度Ｎ一三年度 l蝋霧蕊蕊蕊霧轤霧蕊議

継続･終了継続 継続提案･審査･採択 委託開始

未審査協働委託
（事務決裁）

未審査協働委託
（事務決裁）

未審査協働委託
（事務決裁）

未審査協働委託

（事務決裁）
５０万円以下

50万円超､複数年 再提案･審査･採択 継続 継続 継続･終了委託開始

」

咄
寸

叩酔紳叩叩印』・四・．・．。．裸・・〉・Ｌｍ。．。》。Ｔ》．・一
軒。Ｔ釦■甥・丹・》■Ｐ・》叩■．ｍ四■》』・■■■■■》四・

露
光
藤
熟
霧

＃..i,．：..:.．
■■．:．.■.■辞■辞■■

････..＝::･･･;、
.......・・ゴ1

......i,.:.｡.｡.･･･

－．－＝Ｌ■

.■．■■■■.■■：■．■■■■■■■．．■辞：Ｆ,■：■■Jh■ゲ■
■■.エ■■：■■Ｌ■.■.■．■■.■■■.■.■■■■■■．■■■■■■：■■■

ず::鳥鱈嫉:W鎮蕊::r::騨
護::i:;蕊:ji:鎌蕊溌
:騒蕊嬢:::灘j蕊
･ポエ凸ｉＨｉ.:.;:.；.::｣1...:.:..；｡.::｡.当・:， ｉ蕊蕊蕊:！:議議il蕊蕊； 蕊蕊

~■■・＝上

蕊灘蕊議蕊
ＬＰ面..｡..-..-｡－－－
..････心笘f､.:.:..f､.:.....:.:.:.:.･･･:........､

学晤･･:････････････』･････:･･･.｡.｡.･晤

鱗?:蕊蕊Ｉ
．■■■.舐.：■■舐．■■：：■■：：：.■■■■．．.

由P..:..:.:.....｝...::が.f:...:.:..:...:.:..:..､鐺.....:...:：
と..:計......:.､竺・:....ごﾆﾆ.【.､-..二:.:■

l懲罰
■■.■.■Ｊ■：：■辞■．■■.：.■

蕊
::f鍬．

}::｡.:::議・:::：
■■■■.■■.■斫斫Ｊ

;.｡.:鐵舟゛:．
･･･F凸邸研｡:｡

凸･･ｕ：：｡

■■■■■■■■ﾛ■」

■■｣■■

-.......j:...｡.辞

逢鐸甚竺

未審査協働委託
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未審査協働委託
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未審査協働委託
(事務決裁）

未審査協働委託
(事務決裁）
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(事務決裁）



○宗像市市民サービス協働化提案制度に関する要綱

（趣旨）

第1条この告示は、宗像市市民サービス協働化提案制度(以下「提案制度」という。）の実施に

関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）市民サービス市長の事務又は事業として行われる業務をいう。

（２）市民公益活動団体宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例(平

成17年宗像市条例第63号．以下「市民参画条例」という。）第2条第10号に規定する市民公

益活動団体をいう。

（３）コミュニティ運営協議会市民参画条例第37条に規定するコミユニテイ運営協議会をい

う。

（４）市民サービスの提案市民公益活動団体、コミュニティ運営協議会又は民間事業者(以下

「民間団体等」という。）が自ら実施することを前提として、市民サービスを創意工夫して

企画立案し、それを市長に対して提案することをいう。

（提案できる団体）

第3条市民サービスの提案をできる者は、次の各号に掲げるものとする。

（１）３人以上で組織する市民公益活動団体

（２）コミュニティ運営協議会

（３）民間事業者

２次の各号のいずれかに該当する者は、市民サービスの提案をすることができない。

（１）成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ

ている者

（３）禁鋼以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む６）に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった曰から起算して5年を経過しない者

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第６号に規

定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった曰か

ら5年を経過しない者

（５）営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のい

ずれかに該当するもの

（６）法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

（７）暴力団員又は暴力団員でなくなった曰から5年を経過しない者がその事業活動を支配す

る者

（８）その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものと

して競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成18年政令第228号)第３

条で定める者をいう。次号において同じ。）が前各号のいずれかに該当する者



(9)その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの

者が当該他の業務又は活動を行うことによって提案制度の公正な実施又は提案制度に対す

る市民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者

(10）国税及び地方税を滞納している者

(11）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第２項の規定により本市における一

般競争入札の参加を制限されている者

(12）本市が行う建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の購入、役務の提供等に係る指

名競争入札について指名停止となっている者

（提案できる市民サービス）

第4条市民サービスの提案ができる市民サービスは、市長が実施しているすべての市民サービ

スとする。ただし、平成18年度以前において民間団体等に委託等しているもの及び当該年度

より前に実施した提案制度により民間団体等が実施することになったものを除く。

２次に掲げるものについては、民間団体等において実施できない。

（１）法令等により職員が直接実施しなければならないもの

（２）公権力の行使に関するもの

（３）市の政策立案等に関するもの

（満たすべき基準）

第5条市民サービスの提案における市民サービスは、次に掲げる基準を満たさなければならな

い。

（１）公益性が担保されていること。

（２）市長と民間団体等の役割分担が適切であること。

（３）市民サービスの質等の向上が図られること。

（４）当該民間団体等において市民サービスを実施する体制等が整備されていること。

（５）市民参画条例に規定する市民参画、協働又はコミュニティ活動の推進が図られること。

（６）当該民間団体等が実施することで、より効果的及び効率的な行政運営が推進できること。

（提案できる実施期間）

第6条市民サービスの提案において、民間団体等が市民サービスを実施できる期間は、最長４

年度までの期間とする。

（提案できる数）

第7条市民サービスの提案ができる数は、１年度の間において、１団体につき1つとする。

（提案募集期間等）

第8条市民サービスの提案をできる期間を第１次提案募集期間と第２次提案募集期間とに分け、

その期間は別に定める。

２市民サービスの提案をできる者は、第１次提案募集期間にあっては市民公益活動団体及びコ

ミュニティ運営協議会、第２次提案募集期間にあっては市民公益活動団体、コミュニティ運営



協議会及び民間事業者とする。

３第１次提案募集期間において市民公益活動団体又はコミュニティ運営協議会がした市民サー

ビスの提案と同一の市民サービスを第２次提案募集期間において提案することができない。

（全事業一覧表等の公表）

第9条市長は、市民サービスの概要、当該市民サービスに要する予算等を記載した全事業一覧

表を公表するとともに、別に定める箇所において閲覧に供する。

２市長は、全事業一覧表の中から、より積極的に提案を募集する事業について、当該事業に係

る詳細な内容を記載した書面を前項に定める期間において公表する。

３市長は、前条第１項に定める第１次提案募集期間終了後、市民公益活動団体又はコミュニティ

運営協議会がした市民サービスの提案を整理し、別に定める事項を速やかに公表する。

（質疑、照会等)

第10条市民サービスの提案をしようとする者は、まず市民サービスの内容等について質疑、

照会等を行うため、質疑・照会書を市長に提出しなければならない。

２市長は、前項の質疑・照会書の提出があったときは、速やかに回答、説明等を行う●

（提案団体調書・確認書等の提出）

第11条市民サービスの提案をしようとする者は、前条第１項の質疑・意見書を提出し、かつ、

提案しようとする市民サービスの企画案等を作成したときは、提案団体調書・確認書及び誓約

書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

（特記事項通知書請求書の提出）

第12条市民サービスの提案をしようとする者は、前条の提案団体調書・確認書及び誓約書を

提出した後、特記事項通知書請求書を提出しなければならない。

２前項の特記事項通知書請求書は、別に定める期間内に提出しなければならない。

（特記事項通知書の送付）

第13条市長は、前条第１項の特記事項通知書請求書の提出があった曰の翌日から起算して21日

以内に特記事項通知書を送付する。

（提案事業企画書の提出）

第14条市民サービスの提案をしようとする者は、前条の特記事項通知書の送付を受けた後、

提案事業企画書を市長に提出しなければならない。

（審査）

第15条市長は、市民参画条例第45条第１項の規定により設置された宗像市市民参画等推進審議

会に提案事業企画書その他必要と認める書面を提出し、審査を求めなければならない。

２宗像市市民参画等推進審議会は、前項の審査をしたときは、意見書を作成し、市長に提出す

る。



（決定）

第16条市長は、前条第２項の意見書を踏まえ、市民サービスの提案があった当該市民サービス

を実施し、かつ、その提案をした者(以下「提案者」という。）を当該市民サービスを実施する

者とするかどうかを決定する。

２市長は、前項の規定による決定をするときは、行政運営上必要と認める条件を付することが

できる。

（通知等）

第17条市長は、前条の規定による決定をしたときは、速やかに提案者に通知する。この場合

において、実施しないことの決定をしたときは、その理由を付記する。

２市長は、前項の規定による通知をした後、速やかに前条第１項の決定に係る別に定める事項

を公表する。

（行政サービスの協働の登録等）

第18条市民公益活動団体及びコミュニティ運営協議会は、第12条第１項の特記事項通知書請求

書を提出する際に、市民参画条例第32条第１項の規定に基づき、行政サービスの協働の登録を

しなければならない。

２民間事業者は軒契約を締結するに当たり、宗像市競争入札参加資格等に関する規程(平成１５

年宗像市訓令第19号)に規定する競争入札における有資格業者としての認定の例により、同訓

令第3条に基づく認定を受けていなければならない。

（個人情報等の保護）

第19条市長は、提案制度の実施に当たりぃ個人情報、知的財産等の適切な保護を図Ｄながら

事務を処理しなければならない。

（雑則）

第20条この告示に定めるもののほか、提案制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則、

この告示は、平成19年４月１日から施行する。

附則(平成20年３月3日告示第29号）

この告示は、平成20年３月３日から施行する。

附則(平成21年３月１３日告示第70号）

この告示は、平成21年３月１６日から施行する。

附則(平成21年12月２４日告示第255号）

この告示は、平成22年４月１日から施行する。


